
宮城県水産林政部水産業基盤整備課 

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目８－１ 

TEL：022-211-2944 FAX：022-211-2949 

E-mail：suikiseisk@pref.miyagi.lg.jp 

HP：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suikisei/magurokanri.html 

※本速報は県ホームページ上でも公開しています。 

沿岸漁業者・関係者の皆様へ 

 

 

 

 

宮城県くろまぐろ速報 No.1   

              令和６年８月２２日 

 

 令和６年８月現在、小型魚における漁船漁業の漁獲

枠消化が昨年度よりも速くなっています。 

※県や水産庁のホームページを参考に、今後の漁獲動向にご注意願います。 

 

令和６年度くろまぐろ漁獲実績（宮城県知事管理：令和６年４月１日～７月３１日現在概算値） 

名 称 漁獲枠（留保のぞく） 漁獲実績 消化率 

大型魚 

（30kg以上） 

定置漁業 ３４,２００ｋｇ １,９８９ｋｇ ６％ 

漁船漁業 ９,１００ｋｇ １０５ｋｇ １％ 

小型魚 

（30kg未満） 

定置漁業 ５６,８００ｋｇ ２４,５１２ｋｇ ４３％ 

漁船漁業 ７,４００ｋｇ ２,７８３ｋｇ ３８％ 

 

※参考：令和５年度くろまぐろ漁獲実績（宮城県知事管理：令和５年４月１日～７月２０日現在概算値） 

名 称 漁獲枠（留保のぞく） 漁獲実績 消化率 

大型魚 

（30kg以上） 

定置漁業 １８，８００ｋｇ ８，０００ｋｇ ４３％ 

漁船漁業 ６，３００ｋｇ ０ｋｇ ０％ 

小型魚 

（30kg未満） 

定置漁業 ６７，７００ｋｇ ４３，９８５ｋｇ ６５％ 

漁船漁業 ９，４００ｋｇ １，７１４ｋｇ １８％ 
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＜くろまぐろの水揚げ可否について＞ 

 

くろまぐろを水揚げすることができる漁業者は、くろまぐろの漁獲可能量（ＴＡＣ） 

の枠を配分されている漁業者に限ります。 

 

※県から枠を配分しているのは、①及び②の漁業者のみです※ 

①定置網漁業者 

②太平洋広域漁業調整委員会の承認を受けた漁船漁業者 

（②：かじき等流し網漁船９隻、はえなわ漁船３隻、曳縄漁船９隻） 

 

【漁業者の皆様へ】 

・大量のくろまぐろの水揚げ（1 日・1 隻/1 ヶ統あたりおおむね 500kg 以上）があった場合は、残

枠確認のため、すぐに県にご連絡ください。 

・枠を配分されている漁業者であっても、枠を超えて漁獲してしまった場合や、小型魚のみの枠の

配分を受けていて大型魚を漁獲してしまった場合などは、すぐに放流してください。 

 

＜小型定置網での水揚げについて＞ 

・小型定置網でのくろまぐろの水揚げは、小型魚・大型魚ともに「共同管理枠」内であれば可能と

なっています。 

※ただし、令和７年３月までに共同管理枠を超過する水揚げが見込まれる場合、採捕禁止となる可

能性がありますので、水産業基盤整備課のホームページを定期的にご確認ください。 

 

【配分枠をお持ちでない皆様へ】 

・上記に該当しない船が意図せずくろまぐろを混獲してしまった場合は、可能な限りすぐに放流し

てください。 

 

【遊漁者の皆様へ】 

・漁業者以外の遊漁船等にも国から一定の枠が配分されていますが、採捕できるのは大型魚のみ、

１日１本に限られています。 

・月や季節ごとの配分量を超えると一定期間採捕停止となります。詳細は水産庁のホームページで

周知されていますので、こまめにご確認願います。 

・また、遊漁により採捕したくろまぐろを販売することはできませんので、ご注意ください。 

 

●ご不明点等ございましたら、水産業基盤整備課 資源環境班（022-211-2944）までお問合せくだ

さい。 

 

  



（参考）令和 6 管理年度（第 10 管理期間）のくろまぐろ漁獲枠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜宮城県におけるくろまぐろ管理協定＞ 

・くろまぐろの保存及び管理に関する協定（宮城県定置漁業）      ２０者参加 只野 誠悦 会長 

・くろまぐろの保存及び管理に関する協定（宮城県かじき等流し網漁業） ９者参加 三浦 理市 会長 

・くろまぐろの保存及び管理に関する協定（宮城県はえ縄漁業）        ３者参加 尾形 広人 会長 

                         ※各協定で個別配分による管理を実施している 

 

＜最近のくろまぐろに関する話題＞ 

・遊漁によるくろまぐろの採捕について、３０kg未満の個体の採捕禁止や、採捕報告の義

務化などが定められています。現在、採捕量が増加し基準値を超えたため、大きさに関

わらず９月３０日まで採捕禁止となっています。 

詳しくは水産庁ＨＰ 

（https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html） 

をご参照ください。 

 

・令和６年８月２９日（木）に TKP ガーデンシティ仙台にて、くろまぐろに関する東北ブ

ロック説明会が開催されます。国内配分に関する今後の検討スケジュール等が議論され

る予定となっておりますので、参加希望の方は水産庁ホームページにて詳細をご確認い

ただき、各自でお申込みください。 

 

※当初枠の 5％ ※当初枠の 5％ 

小型魚 

61.5t 

→67.2t 

小型魚 

58.4t 

→64.1t 

留保枠 

3.0t 

大型魚 

22.6t 

→44.4t 

定置漁業 

51.4t 

→56.8t 

漁船漁業

等 7.1t 

→7.4t 

大型魚 

25.1t 

→43.3t 

留保枠

wak
1.1t 

定置漁業 

16.1t 

→34.2t 

漁船漁業

5.4t 

→9.1t 

※大型魚は丸物の重量。 

（漁獲重量×1.15） 

個別配分   49.3t 

共同管理枠 

(小型定置等)   7.5t 

個別配分   32.6t 

共同管理枠 

(小型定置等)    1.6t 

かじき等流し網漁業 3.2t 
沿岸くろまぐろ漁業 

（曳縄漁業）    4.2t 

かじき等流し網漁業 5.4t 

はえなわ漁業        2.9t 

沿岸くろまぐろ漁業 

（曳縄漁業）    0.7t 
漁船漁業留保    0.1t 

小・大型魚交換 -11.0t 
追加配分 +16.4t 

小・大型魚交換 -2.0t 

追加配分 +2.3t 
小・大型魚交換 +15.4t 
追加配分 +2.7t 

小・大型魚交換 +2.8t 
追加配分 +0.9t 

https://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kuromaguro/kyouryokuirai.html

